


宿   直   規   程


（適   用）
第１条　　この規程は、労働協約第58条に基づき、従業員の宿直について定めたものである。

（宿直勤務の内容）
第２条　　この規程で宿直とは、その都度会社の定める勤務要領により、仮眠して非常時の処置緊急連絡、施設・備品・書類・その他会社財産の保全などの業務に従事する勤務をいう。

（勤務内容の変更による取扱い）
第３条　　宿直勤務中に前条の基準をこえ、または他の業務に従事したときは、その時間についは時間外勤務を行ったものとして取扱う。

（勤務時間）
第４条　　宿直の勤務時間は、17時00分から翌 8時20分までとする。

（宿直手当）
第５条　　宿直手当については、給与規程第３章基準外賃金に定める。
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